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研究要旨 

長野県では，献血制度の普及を図るとともに献血制度の適正な運営を確保するため，「長

野県献血推進協議会（昭和39年設置 会長：長野県知事）」を設置しているが，平成22年

度にこの協議会の中に「輸血療法部会」を設置した。長野県における血液製剤の安全かつ

適正な使用を推進する合同輸血療法委員会の中核組織と位置づけられる。本調査研究事業

において，大地震，火山噴火，豪雨豪雪などの予期せぬ自然災害の対策として危機管理マ

ニュアルを策定し，約140の県内医療機関に対し輸血用血液製剤及び血漿分画製剤の使用状

況実態調査を実施した。平成26年度に設置した看護師専門委員会における活動として目標

管理シートに基づき，県内の輸血の現状を把握及び問題点を抽出し，輸血に関する基礎知

識，技術の習得のために看護師対象のセミナーを開催した。また，平成27年度に認定輸血

検査技師専門委員会を設置し，日本赤十字社血液センターの協力を得て，小規模医療機関

の臨床検査技師を対象とした初級者向け教育研修を開催した。こうした実績を踏まえて，

長野県における輸血医療に関わる地域包括ケアを実践するために，長野県献血推進協議会

輸血療法部会として，看護師専門委員会および認定輸血検査技師専門委員会と連携した継

続的な活動を主導していく必要がある。

A. 研究組織の概要  

「長野県献血推進協議会（昭和39年設置

 会長：長野県知事）」（資料１）を設置

しているが，平成22年度にこの協議会の中

に「輸血療法部会」（事務局：長野県健康

福祉部薬事管理課，長野県赤十字血液セン

ター）が設置され，輸血療法部会は長野県 

 

における合同輸血療法委員会の中核組織と

位置づけられている（資料２）。 

長野県内における血液製剤の安全かつ適正

な使用を推進し，輸血療法の向上を図るこ

とを設置の目的としており，血液製剤使用

量の多い県内13の医療機関と長野県赤十字 
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血液センター，長野県健康福祉部薬事管理

課より関係者が委員として参画している

（別紙１）。また，平成26年度，輸血現場

に最も近い看護師の立場から輸血療法に関

わる実践の標準化及び啓発活動を推進する

ために，看護師専門委員会を設置し活動を

開始した（資料３）。これまでに，長野県

内で輸血を実施した医療機関に対し輸血用

血液製剤及び血漿分画製剤（以下「輸血用

血液製剤等」という）の使用状況実態調査

や当該結果を踏まえた検討会及び講演会を

開催してきた。これまでの実施事項を踏ま

えて，輸血医療に関わる地域包括ケアを実

践するために下記のとおり研究を計画する。

B. 研究計画の概要 

エビデンスに基づく輸血医療の実践と管

理は，医療機関での適正使用を推進するこ

とにより，受血患者の輸血副反応のリスク

を回避でき，日本赤十字社血液センターか

らの安定供給に寄与できる。こうしたPBM

（Patient Blood Management）においては，

職域を越えた医療従事者の連携が必要とな

る。輸血教育においては，医療安全管理者，

輸血認定医，認定輸血検査技師，学会認定・

臨床輸血看護師などとも連携をはかりなが

ら実践していくことが重要である。しかし，

長野県における適正な輸血療法のレベル向

上のために，輸血血液が供給されている約

140の県内医療機関において，限られた人員

のなかで一律に専門職員を養成することは

容易ではない。さらに，これからの日本の

超少子高齢化社会の時代におけるPBMの実

践には，合同輸血療法委員会を通じて輸血 

医療に関わる地域包括ケアの取り組みが必 

 

要となる。特に大地震，火山噴火，豪雨豪

雪などの予期せぬ自然災害の対策として，

医療機関，日本赤十字社血液センター，長

野県の三者が共通の認識を持ち，連携でき

るための危機管理マニュアルを輸血療法部

会がコアとなり策定しておく必要がある。

看護師専門委員会における半期毎の目標管

理シートに基づき，県内の輸血の現状を把

握及び問題点を抽出し，厚生労働省や専門

学会からのガイドラインとの整合性を取り，

小規模医療機関を含め対応できる輸血療法

マニュアルの素案を作成する。看護師対象

のセミナーを開催し輸血に関する基礎・最

新知識，技術の習得を目指す。また，日本

輸血・細胞治療学会認定制度に従った専門

認定を得るために，日本赤十字社血液セン

ターの協力を得て，臨床検査技師を対象と

した初級者向け教育研修を行う。 

 

C. 事業報告 

（１）輸血療法部会の開催 

「安全な血液製剤の安定供給の確保等

に関する法律」を遵守し，医療機関，長野

県赤十字血液センター及び長野県のそれ 

 

ぞれの責務を明確にし，安全かつ適正な輸

血療法を推進するため，輸血療法部会を開

催している。例年実施されている輸血用血

液製剤等使用状況実態調査に加え，危機管
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理マニュアルを策定した前後において，約

140の県内医療機関に対し実態調査を実施

した。平成26年度に輸血療法部会に設置さ

れた看護師専門委員会において，県内の輸

血の現状を把握及び問題点を抽出した。さ

らに，本年度は，認定輸血検査技師専門委

員会を立ち上げ，職種横断的に輸血医療の

安全管理及び適正使用をさらに推進し，学

会認定制度に従った認定者を増やすため

の活動を支援した。 

ア 平成27年度輸血療法部会目標管理シ

ートの作成 

看護師専門委員会および認定輸血検査技

師専門委員会において，それぞれの目標管

理シートを作成した。 

イ 看護師専門委員会による以下の活動

を実践 

・ 委員会による作業部会の機関におけ

る輸血マニュアルの調査 

・ 調査結果から判る課題の抽出 

・ 調査結果に基づく輸血療法マニュア

ルの素案作成 

・ 学会認定・看護師による人材育成促進 

ウ 認定輸血検査技師専門委員会の設置

と活動の実践 

・ 日本輸血・細胞治療学会による検査に

関するガイドラインの共有 

・ 認定輸血検査技師の人材育成促進 

 

（２）輸血用血液製剤等使用状況実態調査

の実施 [分担報告書] 

これまで実施してきた内容を中心に，下

記のとおり県内医療機関における輸血用

血液製剤等の使用状況の実態を調査し，改

善状況等を把握する。 

ア 輸血業務・輸血製剤年間使用量に関す

る総合的調査に基づく使用状況実態調査

のトレンド評価 

イ 平成26および27年度は災害時の危機

管理を中心に調査の比較検討 

・ 調査実施方法 

アの対象医療機関に郵送にてアンケート

形式による調査票を送付し，郵送，ＦＡＸ，

電子メールのいずれかの方法により回収

した。県内の実態をより正確に把握するた

め，調査票の記入状況等を医療機関に適宜

確認するなどし，回収率を高めた。 

・ 調査結果の取りまとめ 

調査結果は輸血療法部会事務局（長野県健

康福祉部薬事管理課及び長野県赤十字血

液センター）において取りまとめた。 

併せて，県内医療機関における輸血用血液

製剤等の使用，管理，教育訓練等に係る課

題を抽出した。 

・ 調査結果に係る報告検討会を開催し

調査結果を公表した。 

 

（３）豪雪災害等における供給体制の確保 

長野県における輸血用血液製剤の製造

部門は日本赤十字社関東甲信越ブロック

血液センター埼玉製造所に集約され，通常

時は安定的に血液が供給されているが，平

成26年2月に発生した豪雪の際には，埼玉

製造所からの交通機関が遮断され，急遽，

富山空港経由で輸血用血液製剤等が12時

間以上を要して長野県に陸路搬送された。

そこで，平成26年度の部会調査事項として，

医療機関における災害時の危機管理につ

いてアンケート調査を実施したところ，危

機管理の対応が不十分な医療機関が多い

状況が判明した。本年度の調査結果を基に，
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医療機関における危機管理マニュアル整

備の推進を図るための対応策を講じた。 

ア 平成26年に実施した危機管理に対す

るアンケート結果を基に，災害時における

課題を抽出，「災害時等緊急時の医療機関

における輸血用血液製剤の確保に関する

ガイドライン」（資料４）を作成した。 

イ 災害時における供給体制の整備を図

るため，長野県・血液センター・医療機関

の緊急連絡網の検討，防災ヘリ等の活用の

検討，新幹線等公共交通機関を用いた搬送

に関わるガイダンスが，長野県赤十字血液

センターから「大雪等における交通網遮断

時の対応について」（資料５）として提案

がされた。 

ウ 平成28年度以降，長野県赤十字血液セ

ンターの協力を得て，災害時における医療

機関連携による地域包括的な輸血確保の

検討およびマニュアルの策定を行う。 

 

（４）輸血医療に関わる看護師の育成 

[分担報告書] 

 輸血医療の底上げには輸血医療に関わ

る者の人材育成が不可欠である。 

特に看護師については，輸血現場に最も近

いところで働いている立場として，日本輸

血・細胞治療学会認定・臨床輸血看護師及

びアフェレーシスナース認定制度が普及

し，輸血管理料加算の一つである自己血輸

血管理加算に学会認定・自己血輸血看護師

が要件となった。しかし，長野県の臨床輸

血看護師認定者数は平成26年度までに8名

（全国728名）と少なく，県内の医療機関

における輸血のインシデント・アクシデン

ト防止を図るためにも看護師の認定者数

の向上に努める必要があった。 

このため，平成26年度に「長野県献血推進

協議会輸血療法部会看護師専門委員会」

（事務局：長野県健康福祉部薬事管理課，

長野県赤十字血液センター）を立ち上げた。

この専門委員会を通じて輸血療法のレベ

ル向上のため以下の活動を推進していく

こととしている。 

ア 医療機関における輸血方法の現状を

把握した。 

イ 医療機関における輸血方法に関する

課題を整理し検討を行う。 

ウ 輸血療法マニュアルの作成や輸血方

法に関する勉強会・研修会の開催などによ

る輸血に関わる看護師に対する啓発活動

として，看護師対象のセミナーを開催した。 

エ 長野県看護協会の協力を得て情報提

供を推進できるように，看護師専門委員会

において看護協会役員が陪席し，直接助言

を得た。 

オ 平成27年度，長野県の医療機関からは，

学会認定・臨床輸血看護師が 6名（総数1

4名），学会認定・自己血輸血医師看護師

は4名（総数11名）の看護師，学会認定・

アフェレーシスナースは1名（血液センタ

ー所属6名を含め総数10名）の認定見込み

となった。平成27年度の学会認定・看護師

数は新規11名，のべ35名となった。県内の

輸血の現状を把握して問題点を委員会で

抽出し，小規模医療機関を含めて対応可能

な輸血療法マニュアルの素案について検

討を行った。長野県内の輸血認定医，認定

輸血検査技師を講師としたサマーセミナ

ーを7月に開催した。 

 

（５）輸血検査技術の向上 [分担報告書] 
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輸血に関する検査については，医療機関

ごとに検査項目やレベルに差があるため，

認定輸血検査技師の育成に加えて，輸血検

査技術講習会の開催などを通じて，県内医

療機関の検査技術の底上げを図る必要が

ある。 

平成 27年度，コアとなる認定輸血検査技

師を中心とした「認定輸血検査技師専門委

員会」を立ち上げた。その活動の一環とし

て，初心者研修のために，平成 28年 2月，

次のような内容の輸血検査技術講習会を

開催した。 

ア 日本赤十字社関東甲信越ブロック血

液センターおよび県内の認定輸血検査技

師の協力のもと，比較的小規模の医療機関

における輸血検査担当者を対象とした実

技講習会を信州大学医学部附属病院にお

いて実施した。 

イ 講習会の内容は，輸血検査についての

基礎知識の習得とＡＢＯ式・Ｒｈ式血液型

検査，不規則抗体検査，交差適合試験の手

技実習とした。 

ウ 今後，関係者が日常業務の中で疑問に

感じている事項や業務を改善した事例等

について情報共有，情報交換を行い，関係

者のスキルアップを図る。また，血小板洗

浄術の調製技術指導を行う。 

エ 認定輸血検査技師専門委員会では，平

成 28年度，災害時等緊急時の医療機関に

おける輸血用血液製剤の確保に関する対

策案を提示することと，7月に看護師専門

委員会と合同でセミナーを開催すること

とした。 

 

（６）輸血療法に係る課題解決のための報

告検討会や講習会の開催 [分担報告書] 

輸血に関わる県内の医療機関を対象と

した報告検討会や講習会を次のとおり開

催する。 

ア 県内医療機関の医療従事者（医師，薬

剤師，臨床検査技師，看護師等）を参集し

た報告として，2月 27日（土）輸血療法

部会後，検討会を開催し，実態調査の調査

結果，看護師専門委員会および認定輸血検

査技師専門委員会から発表した上で，ディ

スカッションおよび情報交換を実施した。 

イ （２）で抽出した課題は，検討会での

ディスカッションを踏まえ，日本輸血細胞

治療学会誌等の専門誌において，学術報告

を行う予定である。これらの取組みの状況

は，医療従事者等の間で情報共有を図り，

長野県の合同輸血療法委員会の活動とし

てホームページに情報公開し，県内輸血医

療の標準化の実現を目指す。 

D. 結語 

長野県における輸血医療に関わる地域包

括ケアを実践するために，長野県献血推進

協議会輸血療法部会に看護師専門委員会お

よび認定輸血検査技師専門委員会を設置し，

職域横断的な活動基盤を構築した。今後， 

長野県における輸血医療の向上のために，

災害時等緊急時の医療機関における輸血用

血液製剤の確保に関する対策を講じる必要

がある。また，より多くの専門職の養成だ

けでなく，小規模医療機関を含め医療機関

内における輸血の安全管理体制の構築が課

題となる。

5



 

 

E．研究発表 

1. 論文発表 

1． Yanagisawa R, Shimodaira S, Sakashi

ta K, Hidaka Y, Kojima S, Nishijima

 F, Hidaka E, Shiohara M, Nakamura 

T. Factors Related to Allergic Tran

sfusion Reactions and Febrile Nonhe

molytic Transfusion Reaction in Chi

ldren. Vox Sang. 2016 Jan 25. doi: 

10.1111/vox.12373. ［日本輸血・細胞

治療学会 2016 年学術奨励賞受賞］ 

2． Yanagisawa R, Takeuchi K, Kurata T,

 Sakashita K, Shimodaira S, Ishii E.

 Transfusion-related acute lung inj

ury in an infantile patient. Pediat

r Int. 2016 [in press]. 

3． Ikegami S, Takahashi J, Kuraishi S,

Shimizu M, Futatsugi T, Uehara M, S

himodaira S, Horiuchi K, Kato H. Ef

ficacy of erythropoietin-beta injec

tions during autologous blood donat

ion before spinal deformity surgery.

 Spine. (Phila Pa 1976). 2015 Nov;4

0(21):E1144-9. 

4． Kato H, Nakayama T, Uruma M, Okuyam

a Y, Handa M, Tomiyama Y, Shimodair

a S, Takamoto S. Repeated exposure 

rather than the total volume of tra

nsfused components may influence th

e incidence of allergic transfusion

 reactions. Transfusion. 2015 Nov;5

5(11):2576-81. doi: 10.1111/trf.132

01. 

5． 柳沢 龍，村田マサ子，坂下一夫，下平

滋隆，石井栄三郎．小児同種骨髄移植後

possible TRALI．日本輸血細胞治療学会

誌 2016 [in press]. 

6． 下平滋隆．移植医療を支える臨床検査

室・臨床検査技師．臨床検査59（13）:

1470-1475, 2015. 

 

2． 学会発表 

1. 平林盛人, 渡邉満, 大田智, 五味高志, 

小池敏幸, 齊藤敏, 佐藤博行, 山崎光

隆, 中村一彦, 小嶋俊介, 下平滋隆．

長野県内における医療機関の危機管理

体制の実態調査について．血液事業 

38(2): 409-409, 2015. 第 39回日本血

液事業学会総会（平成 27年 10月 4‐6

日，大阪） 

2. 堀内香与, 小嶋俊介, 竹村佳代, 赤羽

由貴, 石川伸介, 下平滋隆．適正な輸

血療法に向けた学会認定・臨床輸血看

護師の役割．日本輸血細胞治療学会誌 

61(2): 216, 2015. 第 63 回 日本輸

血・細胞治療学会 総会（平成 27 年 5

月 28日～5月 30日，東京） 

3. 柳沢龍, 坂下一夫, 西島史恵, 下平滋

隆．小児輸血医療における輸血副反応

頻度の検討．日本輸血細胞治療学会誌 

61(2): 348-348, 2015. 第 63 回 日本

輸血・細胞治療学会 総会（平成 27 年

5月 28日～5月 30日，東京） 

4. 堀内香与, 小嶋俊介, 竹村佳代, 赤羽

由貴, 小島聖美, 下平滋隆．輸血に関

わる地域包括ケアに向けた看護師の役

割と活動．日本輸血細胞治療学会誌 

61(5): 545, 2015.第 22 回日本輸血・

細胞治療学会秋季シンポジウム（平成

27年 10月 23日，軽井沢） 

5. 滝沢由起子, 朝日えり子, 上野恵美子,

松村明子, 吉田祥男, 白鳥文夫, 田中

6



 

 

康夫, 中田昭平, 植木俊充, 小林光．

当院における輸血看護について - 学

会認定・臨床輸血看護師の活動を中心

に -．日本輸血細胞治療学会誌 61(5):

542, 2015. 第22回日本輸血・細胞治療

学会秋季シンポジウム（平成27年10月2

3日，軽井沢） 

6. Yanagisawa R, Shimodaira S, Sakash

ita K, Hidaka Y, Nishijima F, Koji

ma S, Hidaka E, Shiohara M, Nakamu

ra T. Analysis of risk factors ass

ociated with allergic transfusion 

reactions and febrile nonhemolytic

 transfusion reactions in children.

 26th Regional Congress of the ISB

T．(Bali, Indonesia, November 14-1

6, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



 

 

（資料１） 

長野県献血推進協議会運営要綱 

 

１ 設 置 

  本県の献血思想の普及と献血者の組

織化を図り，もって献血制度の適正な

運営を確保するため，長野県献血推進

協議会を設置する。 

 

 

２ 構 成 

  協議会の会長は知事とし，委員は次

に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

 (1) 医師会，病院協会等医療関係者及

び医療機関の団体の代表者 

 (2) 日本赤十字長野県支部の代表者 

 (3) 市長会，町村会等の代表者 

 (4) 商工会議所，経営者協会等の代表

者 

 (5) 労働組合，健康保険組合の代表者 

 (6) 高等学校長会，私学協会等教育関

係の代表者 

 (7) 婦人会，青年団等の団体の代表者 

 (8) 新聞，放送，テレビ等報道機関の

代表者 

 (9) 関係行政機関の長 

 (10) その他（学識経験者を含む） 

 

 

３ 業 務 

  協議会は，次に掲げる業務を行う。 

 (1) 献血思想の普及を図るため，ポス

ター，リーフレットの発行等，献血制

度に関する広報活動 

 (2) 保存血液の需給改革の検討 

 (3) 献血による保存血液製造のための

採血計画の策定 

 (4) 献血組織の育成 

 (5) その他，献血制度の推進に関する

事業 

 

 

４ 運 営 

 (1) 部 会 

   協議会は必要に応じ，特別な事項

を協議するための部会を置くことが

できる。 

   （広報部会，組織育成部会，輸血

療法部会） 

 (2) 幹 事 

   協議会に幹事を置き，関係行政機

関及び関係団体の職員から委嘱する。 

 (3) 庶 務 

   協議会の庶務は，長野県健康福祉

部薬事管理課において処理する。 
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（資料２） 

長野県献血推進協議会輸血療法部会設置

要領 

（名 称） 

１ 本会は長野県献血推進協議会輸血療

法部会（以下「輸血療法部会」という。）

と称する。 

 

（目 的） 

２ 県内における血液製剤の安全かつ適

正な使用を推進し，もって輸血療法の

向上を図ることを目的とする。 

 

 （事 業） 

３ 輸血療法部会は，前項の目的を達成

するため，次の各号に掲げる事業を行

う。 

 ア 医療機関における血液製剤の管理

体制及び適正使用のための取組状況の

把握 

 イ 医療機関における血液製剤の使用

に関する課題の整理及び検討 

 ウ 輸血懇話会の開催など血液製剤の

適正使用に関する医療関係者向けの啓

発 

 エ その他輸血療法部会が必要と認め

る事業 

 

 （組 織） 

４ 輸血療法部会は次に掲げる者が委員

となって組織する。 

 ア 県内医療機関に設置されている輸

血療法委員会の関係者 

 イ 血液事業の関係者 

 ウ 県の職員 

 エ その他輸血療法部会が必要と認め

る者 

 

 （部会長） 

５ 輸血療法部会に部会長を置く。部会

長は，委員の互選により選出する。 

（１）部会長は会務を総括し，輸血療法

部会を代表する。 

（２）部会長に事故あるときは，あらか

じめ部会長の指名する委員が職務を代

行する。 

 

 （会 議） 

６ 輸血療法部会は，必要に応じて部会

長が招集し，会議の議長を務める。 

 

 （会計処理） 

７ 輸血療法部会の会計処理にあたって

は，会計担当を置き，会計帳簿及び証

票等を整備する。また，決算は，委員

の互選により選出した監事による監査

を年度毎に受けるものとする。 

 

 （事務局） 

８ 輸血療法部会の事務局は，長野県健

康福祉部薬事管理課及び長野県赤十字

血液センターに置く。 

 

（その他） 

９ この要領に定めるもののほか，輸血

療法部会の運営に関し必要な事項は，

部会長が別に定める。 

 

    附 則  この要領は，平成２

３年２月２６日から施行する。 

    附 則  この要領は，平成２

８年２月２７日から施行する。
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（資料３） 

長野県献血推進協議会輸血療法部会看護

師専門委員会設置要領 

 

（名 称） 

１ 本会は長野県献血推進協議会輸血療

法部会看護師専門委員会（以下「看護

師専門委員会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

２ 輸血現場に最も近い看護師の立場か

ら，血液製剤の安全かつ適正な使用を

推進し，もって輸血療法のレベル向上

を図ることを目的とする。 

 

 （活 動） 

３ 看護師専門委員会は，前項の目的を

達成するため，看護師の立場から次の

各号に掲げる活動を行う。 

 ア 医療機関における輸血方法の現状

の把握及び課題の整理・検討に関する

こと 

 イ 看護師を対象とした輸血療法マニ

ュアルの作成に関すること 

 ウ 輸血研修会等，輸血に関わる看護

師のための教育研修に関すること 

 エ 学会認定・看護師の資格取得に関

すること 

 オ その他看護師専門委員会が必要と

認める事業 

 

 （組 織） 

４ 看護師専門委員会は次に掲げる者で

組織する。 

 ア 輸血に関する学会認定・看護師 

 イ 長野県献血推進協議会輸血療法部

会所属医療機関の看護師 

 ウ 公益社団法人長野県看護協会役員 

 エ その他看護師専門委員会が必要と

認める者 

 

 （委員長） 

５ 看護師専門委員会に委員長を置く。

委員長は，出席者の互選により選出す

る。 

 (1) 委員長は会務を総括し，看護師専

門委員会を代表する。 

 (2) 委員長に事故あるときは，あらか

じめ委員長の指名する者が職務を代行

する。 

 

 （会 議） 

６ 看護師専門委員会は，必要に応じて

開催し，委員長が会議の議長を務める。 

 

 （事務局） 

７ 看護師専門委員会の事務局は，長野

県健康福祉部薬事管理課及び長野県赤

十字血液センターに置く。 

 

（その他） 

８ この要領に定めるもののほか，看護

師専門委員会に関し必要な事項は，委

員長が別に定める。 

 

    附 則 

  この要領は，平成 26 年 12 月 16

日から施行する。 
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（資料４） 

災害時等緊急時の医療機関における輸血

用血液製剤の確保に関するガイドライン 

 

1 各医療機関では，災害，停電，伝染

病等に関わる危機管理マニュアルを

策定する 

2 院内で災害時等の輸血に関する管理

担当医師及び技術担当者を定める 

3 災害時等の輸血に関わる以下の状況

を把握する手順を定める 

3.1 災害時等の多数の受入れ患者

への緊急輸血の方法 

3.2 院内の備蓄用血液製剤（通常時，

緊急時）の使用方法 

3.3 必要血液製剤（数日間）の把握

及び血液センターへの情報提

供 

3.4 近隣医療機関との連携体制 

3.5 各医療機関において，自家発電

装置に接続されている血液保

管庫，検査機器等の管理 

3.6 各医療機関におけるライフラ

インの確保，緊急車両，衛星電

話等の通信機器の整備及びそ

の整備計画 

 

 

平成 27年 3月 7日 

平成26年度 長野県献血推進協議会輸血

療法部会 

部会長 下平 滋隆 

 

 

 

 

※ 災害時等緊急時の危機管理マニュア

ル等を作成される際の参考になさっ

てください。 （長野県献血推進協

議会輸血療法部会事務局） 
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（資料５） 

大雪等における交通網遮断時の対応につ

いて 

平成28年2月27日 

長野県赤十字血液センター 供給課 

 

前回の合同輸血療法部会におきまして，

伊那中央病院 白鳥先生より大雪におけ

る交通機関遮断時の血液製剤の供給につ

いて，雪の多いセンターの対策を確認し

ては，とのご意見を頂戴しました。 

関東甲信越ブロック管内，東北ブロック

管内及び北海道センターを確認しました

ところ，別添のとおり昨年10月に開催さ

れました第39回日本血液事業学会総会

に北海道センター釧路事業所より報告が

ございました。 

内容は， 

 ①悪天候が予報された場合，対象とな

る医療機関に対して納品日の前倒し及び

血液製剤の在庫を増やしていただく検討

を依頼する。 

 ②迂回路等による配送が困難な場合は，

納品日の延期や納品時間の変更を医療機

関と調整する。 

 ③納品日の変更が難しい場合は，道路

管理者に協力を求め医療機関へ配送する。 

 ④悪天候時の血液配送について，医療

機関との事前調整のマニュアルを整備し

た。 

との内容でありました。 

なお，これ以外のセンターにつきまして

は現在鋭意検討中とのことでありました。 

 

長野県におきましては， 

 医療機関との事前調整マニュアルは整

備されてはいませんが，各医療機関に納

品日の前倒しや納品日の延期，納品時間

の遅延についてご了解をいただきながら

悪天候時の供給を行っております。 

更に，高速道路が不通となった際は，中

日本及び東日本高速道路株式会社へ緊急

走行による通行許可を得ながら対応して

おります。また，道路状況により全ての

交通網が遮断された際は，長野県へ要請

し防災ヘリによる血液製剤の輸送も考え

ております。これにつきましては，既に

長野県消防課及び松本空港内にございま

す消防防災空港センターの了解はいただ

いてあります。 
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（別紙１） 

長野県献血推進協議会 輸血療法部会 委員名簿 

 

部会長   下 平 滋 隆 （信州大学医学部附属病院診療教授） 

職務代行  斉 藤 邦 昭 （長野県 健康福祉部 薬事管理課長） 

                         〔平成２８年２月２７日現在〕 

所  属 委  員 

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 薄 田 誠 一 （血液製剤に関する委員会委員長） 

厚生連 北アルプス医療センター 

あづみ病院 
内 田  美寿子（輸血療法委員会事務局） 

飯田市立病院 原    克 実 （輸血療法委員会委員長） 

伊那中央病院 白 鳥   徹 （輸血療法委員会副委員長） 

厚生連 佐久総合病院 佐久医療セン

ター 
平 賀 久 代 （輸血療法委員会事務局） 

厚生連 篠ノ井総合病院 諸 橋 文 雄 （輸血療法委員会委員長） 

昭和伊南総合病院 小 原 洋 一 （輸血療法委員会委員長） 

信州大学医学部附属病院 下 平  滋 隆 （診療教授・輸血責任医師） 

諏訪赤十字病院 小 松 政 義 （輸血療法委員会事務局） 

長野県立こども病院 

坂 下 一 夫 （輸血療法委員会委員長） 

柳 沢   龍 （血液腫瘍科 副部長） 

長野赤十字病院 小 林    光 （輸血療法委員会委員長） 

長野中央病院 八 巻 文 貴 （輸血療法委員会委員長） 

まつもと医療センター 松本病院 北 野 喜 良 （輸血療法委員会委員長） 

長野県赤十字血液センター 佐 藤  博 行 （所  長） 

長野県 健康福祉部 薬事管理課 斉 藤 邦 昭 （課 長） 
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厚生労働省医薬食品局 

平成27年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業 

研究報告書 

 

研究課題 

血液製剤使用状況等調査－平成27年度アンケート集計－ 

委員会名 長野県献血推進協議会輸血療法部会  

分担研究者 大田 智（担当），五味 高志（課長），佐藤 博行（所長）  

長野県赤十字血液センター学術・品質情報課 

分担研究者 斉藤 邦昭（課長），佐伯 成規（担当） 長野県健康福祉部薬事管理課 

分担研究者 小嶋 俊介 信州大学医学部附属病院 輸血部 

主任研究者 下平 滋隆 長野県献血推進協議会輸血療法部会長 

 

平成27年度アンケート調査結果を報告する。

本年度は血液製剤使用状況に加え，危機管

理についてのアンケート集計を平成26年度

と比較して報告する。 

 

I. 危機管理についてのアンケート集計 

A. 調査概要：（スライド1，2） 

長野県内の医療機関における輸血業務の

実態を把握し，血液製剤の安全かつ適正な

使用の推進に役立てることを目的として，

平成26年に長野県赤十字血液センターから

輸血用血液製剤の納入実績があった長野県

内の医療機関を調査対象とした。調査対象

期間は平成26年1月1日～平成26年12月31日

とし，調査の回収率は，平成26年長野県赤

十字血液センターから血液製剤が納入され

た134施設中104施設で，昨年の69.7％から7

7.6％と昨年より高い回答率であった。また，

回答医療機関における輸血用血液製剤の使

用状況に着目すると，249,949本の供給本数

に対し，使用本数は240,593本であり，約9

6.3％の使用状況を反映していた。 

回答医療機関の概要（スライド3，4）： 

平成22年から平成26年の5年間の回答医

療機関数を病床数別にグラフに示す。昨年

比では19床以下と100～299床の医療機関か

らの回答が僅かに増加した。 

 

B. 危機管理マニュアル：（スライド5-7） 

昨年行った県内各医療機関での災害時の

危機管理対応等に関する設問において「検

討中・作成中」の回答が多かったことから，

その後の状況を含め，今年も引き続き同様

のアンケートを行った。 

災害時の危機管理対応について，昨年から

どのような取り組みを行われたか比較した

ところ，昨年より危機管理マニュアルを作

成している医療機関が64％から72％まで増

えていた。特に，病床数別にみると100～2

99床と300床以上の医療機関では，危機管理

マニュアルが90％以上の医療機関で作成さ

れていた。記載項目内容は病床数別による
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大きな違いはなく，昨年と同様に地震・停

電時・火災の記載がされている医療機関が

多く見受けられ，火災が91％，地震が88％，

停電時が77％盛り込まれていた。また，各

医療機関の病床数，建物のある場所や環境

によって，危機管理マニュアルに必要な記

載内容があることが判った。 

 

C. 災害時等の輸血対応： 

輸血療法委員会または院内で災害時の輸

血に対する管理担当者に関して（スライド8，

9），昨年より管理担当者を定めている医療

機関が増えており，病床数が多くなるほど

担当者を定めている医療機関が増えていた。

管理担当者の内訳はスライド9に示す。輸血

に対する管理担当者の災害状況や院内の状

況を把握する手順（スライド10）に関して

は，昨年より徐々に増加しており，100～2

99床の医療機関において21％から29％に増

えた。 

災害時に血液供給が遮断された場合，院

内の備蓄血液製剤の使用方法（スライド11）

では，昨年と同様，使用方法が定めてある

医療機関は4％と低く，検討中も全体の9％

であった。災害時等多数の受入患者への緊

急輸血に対する使用方法等に関しては，昨

年とほぼ同じ結果であり，使用方法を定め

ている医療機関は全体の5％，検討中まで含

めても20％までには至らなかった（スライ

ド12）。 

備蓄血液製剤数は，通常時にも緊急輸血

の数量も考慮されているかの設問（スライ

ド13）では，全体では昨年と変化はないが，

300床以上の医療機関では，昨年より軽度増

加していた。約半数の機関では，緊急輸血

の数量まで考慮された備蓄血液製剤数とし

ていた。299床以下の医療機関では，昨年と

同じ10％と低い結果であった。 

輸血療法委員会や血液管理部門で災害時

に必要血液製剤（数日間）の把握（スライ

ド14）に関しては，全体で15％と昨年とほ

ぼ同じ結果であったが，情報提供出来る医

療機関は昨年より少し増えていた。病床別

では100～299床の医療機関で昨年より10％

増加した（スライド15）。 

近隣医療機関との連携体制は，昨年より9

9床以下の医療機関では4％増加，100～299

床の医療機関では8％増加しており，小規模，

中規模医療機関は近隣との連携が必要と考

えている事が判った（スライド16）。 

災害時の拠点となる医療機関に関しては，3

0％から26％と昨年より少なくなっていた

が，医療機関数で見るとほぼ同数であった

（スライド17）。 

 

D. 患者搬送等のライフライン：（スライド

18－25） 

全体では「院内敷地にある」と「近隣に

ある」の合計医療機関数は昨年とほぼ同じ

だが，昨年よりヘリポートが「院内敷地に

ある」が増加した。100～299床の医療機関

の内，約1/4が緊急車両又はドクターカーを，

300床以上の医療機関は6割以上が，「緊急

車両」，「ドクターカー」，「ドクターヘ

リ」の3つの内1つ以上は設置されていた。 

100～299床と300床以上の医療機関では

約9割が「水道・ガス・電気・通信」の4つ

の内，１つ以上のライフラインを確保して

いた。特に病床数別にみると，99床以下の

医療機関では1つから3つのライフラインを

備えている施設が多く，100～299床の医療

機関になると3つ以上，300床以上になると4
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つのライフラインを備えている施設が多く

みられた。 

緊急時の通信機器の確保に関しては，全

体では昨年より「緊急電話登録」「無線器」

が増え，「特に設置してない」は減少した。

また，100～299床の医療機関では，緊急時

の通信機器を設置していない施設が，昨年

は20％に対して，今年は7％と減少した。9

9床以下，300床以上はほぼ昨年と同様の結

果であった。 

血液保管庫を自家発電装置に接続してい

る医療機関は，全体では昨年と比べ増加し

ており，300床以上の医療機関では全ての血

液保管庫が自家発電装置に接続がされてい

た。自家発電装置の発電時間は72時間の医

療機関が最も多く，次に2～6時間の医療機

関が多い傾向であった。小規模医療機関で

は発電時間が短く，大規模医療機関では発

電時間が長時間の装置を設置している傾向

となっていた。また，「血液保管庫」と「検

査用機器」は両方とも自家発電に接続され

ている医療機関が，昨年より多い結果であ

った。昨年より99床以下と300床以上の医療

機関では増加しており，300床以上では保管

庫と同様に全ての医療機関が自家発電装置

に接続されていた。 

 

輸血担当者による輸血計画を基に定期使

用製剤数や手術時使用製剤数の管理（スラ

イド26，27）については，99床以下，100

～299床では昨年とほぼ同様であり，300床

以上の医療機関では73％から86％と使用製

剤数を管理している医療機関が増加した。

回収式自己血輸血の実施は昨年とほぼ同じ

結果であった。 

平成26年度に輸血療法部会より示された

「災害時等緊急時の医療機関における輸血

用血液製剤の確保に関するガイドライン」

を参照し，マニュアルの見直しまたは作成

の有無（スライド28）を実施した医療機関

は少なく，ガイドラインを再配付して災害

時マニュアル作成の参考となるように対応

する必要があった。 

 

E. 学会認定の取得の取り組み：（スライド

29，30） 

認定輸血検査技師は20施設が認定資格の

取得者または取得に取り組んでいたが，99

床以下では認定の取得者または取得に取り

組んでいる職員はなく，100～299床では1

人は取得者，1人が取得に取り組んでいた。

300床以上では，13人が取得者，14人が取得

に取り組んでいた。 

学会認定・看護師制度（学会認定・臨床

輸血看護師，学会認定・アフェレーシスナ

ース，学会認定・自己血輸血看護師）につ

いては， 99床以下，100～299床では「学会

認定・自己血輸血看護師」の取得に取り組

んでいる傾向があり，300床以上になると

「臨床輸血看護師」が最も多く，次いで「自

己血輸血看護師」であった。 

 

血液センターの職員が情報提供を目的に

輸血療法委員会へ出席することの可否（ス

ライド31），本年度の日本輸血・細胞治療

学会の適正使用に関するアンケ－トの提出

状況（スライド32）は，昨年とほとんど同

様の結果であった。 

 

II. 平成26年血液製剤使用状況等調査 

血液製剤の使用状況の調査期間は，平成2

6年1月1日～平成26年12月31日とした。 
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A. 血液製剤使用量 

平成25年と比較した血液製剤使用量につ

いて，赤血球製剤は299床以下の医療機関で

増加したが，300床以上の医療機関では減少

し，全体では減少した。血小板製剤は，10

0～299床では昨年より使用量が増加したが，

99床以下と300床以上では減少し，全体では

減少した。新鮮凍結血漿製剤は，全ての病

床別の医療機関で昨年より使用量が増加し

た（スライド33，34）。平成22年から平成2

6年の5年間における血液製剤の使用推移

（スライド35）をみると，血小板製剤では

平成25年と比べ，平成26年は約1万単位あま

り使用量が減少した。なお，赤血球製剤及

び新鮮凍結血漿の使用量に大きな変化はな

かった。 

1病床あたりの血液製剤使用量では，病床

数が多い医療機関になる程，使用量も多く

なっていた（スライド36）。自己血の1病床

当たりの使用量は，100床以上の医療機関に

なると，ほぼ同じ使用量であった。血液製

剤供給量の5年間推移（スライド36）による

と，血液製剤の供給量は昨年より各製剤で

減少し，赤血球製剤，血小板製剤は使用量

と同様に減少した。新鮮凍結血漿は使用量

が前年より増加していたが，供給量は減少

していた。その理由は新鮮凍結血漿の有効

期限が長いことから，前年の供給製剤の在

庫があったためと考えられた。血小板製剤

は平成25年までは増加傾向であったが，平

成26年は減少した。 

平成26年の300床以上の各医療機関が使

用した血液製剤の使用状況において，使用

量の上位の2施設は，造血幹細胞移植を行っ

ている医療機関であった（スライド37）。3

00床以上での製剤種別使用量によると，赤

血球製剤，血小板製剤の使用の上位は造血

幹細胞移植を行っている医療機関，新鮮凍

結血漿製剤の使用上位は血漿交換輸血療法

を行っている医療機関であった（スライド3

8）。100～299床の医療機関での使用状況に

おいて，最上位の施設は，造血幹細胞移植

を行っていた（スライド39）。100～299床

の製剤種別では，赤血球製剤，血小板製剤

の使用の上位は造血幹細胞移植を行ってい

る医療機関，新鮮凍結血漿製剤の使用上位

は血漿交換輸血療法の多い医療機関であっ

た（スライド40）。99床以下の各医療機関

の血液製剤使用状況および製剤種別は，そ

れぞれスライド41，42の通りであった。 

血液製剤廃棄率（スライド43）に関して，

自己血の使用率は昨年とほぼ同等であった

が，廃棄率は昨年より約2％増加していた。

99床以下の医療機関の赤血球，新鮮凍結血

漿の廃棄率は，産科婦人科でみられた。 

 

B. 血漿分画製剤使用量：（スライド44） 

前年よりアルブミン製剤の使用量は減少

しており，平成22年の1/3となっていた。 

2015年6月1日に「科学的根拠に基づいたア

ルブミン製剤の使用ガイドライン」が開示

され，アルブミン使用のさらなる適正化が

期待される。 

1病床当たりの血漿分画製剤使用量は，病

床数が多い医療機関ほどアルブミン製剤も

免疫グロブリン製剤も使用量が増えていた

（スライド45）。 

血漿分画製剤（アルブミン製剤・免疫グ

ロブリン製剤）の各病床数別医療機関の使

用状況（スライド46），血漿分画製剤廃棄

率（スライド47）に関しては，99床以下，1

00～299床におけるアルブミン製剤の廃棄
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率が高く，そのため全体的に昨年より上昇

した。免疫グロブリン製剤の廃棄率は昨年

とほぼ同等であった。 

 

C. 輸血適正使用加算算出：（スライド48） 

輸血管理料Ⅰ，Ⅱ算定の条件を入れず輸

血適正使用加算を各病床数別に算出した場

合，アルブミン製剤に対しては，2未満の医

療機関は各病床数で80％台であった。新鮮

凍結血漿製剤に対して算出した場合，0.54

未満の医療機関は各病床数で90％以上であ

った。 

 

III. まとめ：（スライド49） 

・ 各医療機関での災害時の危機管理マニ

ュアルへの取り組みが進んでおり，その

内容は各医療機関の病床数，環境に合わ

せたものが作成されていた。 

・ 災害時の輸血用血液製剤の対応につい

ては，各医療機関だけで取り組むことが

難しく，医療機関，行政関係，血液セン

ターで災害時の輸血用血液製剤につい

ての対応マニュアルを検討する事が，今

後の課題となる。輸血療法部会の「認定

輸血検査技術専門委員会」で「災害時輸

血用血液製剤の確保に関するマニュア

ル」作成のワーキンググループが立ち上

げられた。 

・ 県内の医療機関における血液製剤の供

給・使用状況は，平成25年と比較して平

成26年は全体的に減少傾向であった。輸

血関連の認定資格取得への取組につい

ては，輸血療法部会認定輸血検査技術専

門委員会で「認定輸血検査技師育成」の

ワーキンググループが立ち上げられた

ことで，認定資格取得者の増加が期待さ

れる。 

・ アンケート結果を公表し医療機関，行政

関係にフィードバックすることで危機

管理等の情報共有・連携体制などにも有

効と考えられた。 
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（スライド 1）                   （スライド 2） 

 

 

 

 

（スライド３）                   （スライド４） 

 

 

 

 

（スライド５）                   （スライド６） 
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（スライド７）                   （スライド８） 

 

 

 

 

（スライド 9）                   （スライド 10） 

 

 

 

 

（スライド 11）                   （スライド 12） 
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（スライド 13）                   （スライド 14） 

 

 

 

 

（スライド 15）                   （スライド 16） 

 

 

 

 

（スライド 17）                   （スライド 18） 
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（スライド 19）                   （スライド 20） 

 

 

 

 

（スライド 21）                   （スライド 22） 

 

 

 

 

（スライド 23）                   （スライド 24） 
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（スライド 25）                   （スライド 26） 

 

 

 

 

（スライド 27）                   （スライド 28） 

 

 

 

 

（スライド 29）                   （スライド 30） 
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（スライド 31）                   （スライド 32） 
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（スライド 33）                   （スライド 34） 

 

 

 

 

（スライド 35）                   （スライド 36） 

 

 

 

（スライド 37）                   （スライド 38） 
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（スライド 39）                   （スライド 40） 

 

 

 

 

（スライド 41）                   （スライド 42） 

 

 

 

 

（スライド 43）                   （スライド 44） 
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（スライド 45）                   （スライド 46） 

 

 

 

 

（スライド 47）                   （スライド 48） 

 

 

 

 

（スライド 49）                  
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厚生労働省医薬食品局 

平成27年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業 

研究報告書 

 

研究課題 

輸血療法部会看護師専門委員会活動報告 

委員会名 長野県献血推進協議会輸血療法部会  

分担研究者 堀内 香与 看護師専門委員会委員長 

      信州大学医学部附属病院 輸血部 

主任研究者 下平 滋隆 長野県献血推進協議会輸血療法部会長 

 

 

はじめに 

輸血療法に従事する看護師は，輸血に関

する専門性の高い知識と技術が求められる。

平成 26 年度，長野県内において輸血現場に

最も近い看護師の立場から輸血療法に関わ

る実践の標準化及び啓発活動を推進するた

めに「長野県献血推進協議会輸血療法部会

看護師専門委員会（以下「看護師専門委員

会」という）」（事務局：長野県健康福祉部

薬事管理課，長野県赤十字血液センター）

を設置し，活動を開始した。看護師専門委

員会の委員の構成は，県内医療機関及び長

野県赤十字血液センター所属の看護師であ

り，学会認定・自己血輸血看護師，臨床輸

血看護師，アフェレーシスナースが含まれ

ている。陪席として長野県献血推進協議会

輸血療法部会長，長野県赤十字血液センタ

ー所長，公益社団法人 長野県看護協会専務

理事である。 

 

活動計画 

1．医療機関における輸血方法の現状を把握

する。 

2．医療機関における輸血方法に関する課題

を整理し検討を行う。 

3．輸血に関する学会認定・看護師が中心と

なり，問題点等を抽出した上で厚生労働省

や専門学会からのガイドラインの情報を遵

守した，小規模医療機関を含め対応できる

輸血マニュアルの素案の作成を行う。 

4．輸血方法に関する勉強会・研修会の開催

などによる輸血に関わる看護師に対する啓

発を行う。 

 

平成 26 年事業報告 

平成 26 年 12 月 16 日に第 1 回看護師専

門委員会が長野県赤十字血液センター会議

室で開催され，看護師専門委員会委員，事

務局及び陪席として長野県献血推進協議会

輸血療法部会長，長野県赤十字血液センタ

ー所長，公益社団法人長野県看護協会専務

理事の計 22 名が出席した。 

看護師専門委員会設置要領（資料１）につ

いて審議され，原案通り承認された。 
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主な活動は，平成 27 年度目標管理シート

（資料２）に掲げている県内の輸血の現状

を把握し，問題点を委員会で抽出，輸血療

法マニュアルの素案作成と，輸血に関する

基礎・最新知識，技術の習得を目指し，輸

血療法部会で取りまとめたアンケート結果

を基に課題の整理・検討を行った。検討結

果より，各委員の医療機関における輸血マ

ニュアルを分析・内容把握・必要項目の抽

出を行い，輸血マニュアルの素案に取り組

むことが課題として挙げられた。また，委

員も含めた看護師の輸血療法に関する基

礎・最新知識，技術の習得を行うため，学

会認定医，認定輸血検査技師を講師に招き，

県内の輸血療法を実施している看護師を対

象とするサマーセミナーを計画した。 

平成27年3月7日に長野市生涯学習セン

ター 4階大会議室で平成 26年度 長野県に

おける輸血療法に係る検討会において，看

護師専門委員会活動報告（資料３）を行い，

次年度は目標管理シートの通り活動を進め

ていくこととなった。 

 

平成 27 年事業報告 

平成27年7月4日に看護師専門委員会作

業ワーキングが長野県赤十字血液センター

会議室で開催され，事務局及び陪席として

長野県献血推進協議会輸血療法部会長，公

益社団法人 長野県看護協会専務理事，サマ

ーセミナー講師である学会認定医，認定輸

血検査技師の計 16 名が出席した。 

平成 27 年度目標管理シート（資料２）に

ついては，確認され，原案通り承認された。

作業ワーキングでは，輸血療法の現状を把

握するため，輸血療法部会で取りまとめた

「血液製剤の使用状況に関するアンケート

結果」（平成 23 年度から平成 25 年度のまと

め）の看護師に関係する項目について意見

等を集約した内容と各医療機関の輸血療法

マニュアルを調査した内容（長野県献血推

進協議会輸血療法部会長及び看護師専門委

員会委員長が実施）を基に検討を行った。

各医療機関の輸血療法マニュアルの調査結

果（資料４）は，日本輸血・細胞治療学会

から発行の輸血副反応ガイドに記載されて

いる輸血副作用の診断項目表（17 項目）を

遵守した観察について，記載されていない

医療機関がみられた。しかし，報告方法，

観察方法，意味については十分に記載され

ていた。また，輸血副作用後の患者対応に

ついて 30％の医療機関が詳細に記載して

おらず，急変時において看護師（特に新人

や不慣れな看護師等）が迅速に対応するた

めの教育訓練がなされていない可能性が示

唆された。この結果を踏まえて委員会では，

輸血副作用の観察が不十分であり，輸血副

作用の診断項目表を中心とする必要な知

識・技術の習得を促す教育等の必要性が挙

げられた。また，県内のどの医療機関にお

いても，一定のレベルを満たせるようにし

ていかなければならない等の意見も出され

た。今後，職域を超えたマニュアルを作成

しなければならないこと，医療機関が異な

っても最低限の知識を認識しなければなら

ないこと等が，輸血教育，輸血マニュアル

作成に向け活発に議論された。そこで，輸

血教育に関しては，各委員より「施設で困

っていること」に関するアンケートを行い，

各医療機関における教育，業務改善，院内

活動，研究活動も含めて問題点の抽出，整

理，検討をさらに進めていくこととなった。

また，輸血マニュアルについては，今回の
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意見を取り入れて作成に取り組むこととな

った。 

上半期のもう一つの活動として，県内の

輸血療法を担当している看護師の質の向上

を図るため，輸血認定医，認定輸血検査技

師を講師に招き，第 1 回サマーセミナーを

平成27年7月4日に長野県赤十字血液セン

ター会議室で開催した。（資料７）今年度が

初めての開催であったが，透析クリニック

等をはじめとする小規模医療機関から中規

模以上の医療機関まで総勢 84 名（セミナー

講師，事務局，看護師専門委員会委員も含

む）が参加した。 第 1 回サマーセミナー終

了後に輸血療法担当看護師を対象として実

施したサマーセミナーのアンケート結果

（資料５，６）より，就業年数別の参加者

内訳は，看護師就業年数15年目以上が 57％

を占めていた。さらに，医療機関病床数別

では，病床数 300 床以上が 58％，次に 100

～299 床以下 15％，99 床以下が 19％とい

う結果であった。また，セミナー内容につ

いては，特に「小児領域における輸血療法

について」や「危機的出血ガイドラインを

含めた領域について」に関して，臨床現場

で直ちに活用，対応できる講演内容であっ

たとの意見が多かった。今後のサマーセミ

ナー開催に向けては，輸血に関する学会認

定・看護師から血液製剤の取り扱いの実技

指導や輸血副作用，その観察や対応につい

ての要望が多数あり，輸血療法マニュアル

作成に対しても同様に，輸血副作用の観察，

対応について作成して欲しいとの意見が多

くみられた。これらを踏まえ，輸血に関す

る学会認定・看護師が中心となり問題点等

を抽出した上で，厚生労働省や専門学会か

らのガイドラインの情報を遵守し，小規模

医療機関を含めた各施設で応用できる輸血

マニュアルを早急に作成していく必要があ

ると思われた。 

平成 27 年度は，看護師専門委員会委員の

活動として，平成 27 年 10 月 23 日に第 22

回 日本輸血・細胞治療学会 秋季シンポジ

ウム（軽井沢プリンスホテル）において以

下の学会発表を行った（資料７，８）。 

・長野県赤十字病院 滝沢由起子「当院にお

ける輸血看護について」～学会認定・臨床

輸血看護師の活動を中心に～ 

・信州大学医学部附属病院 堀内香与 「輸

血に関わる地域包括ケアに向けた看護師の

役割と活動」 

平成28年2月7日に看護師専門委員会作

業ワーキングが信州大学医学部附属病院 

南中央診療棟 2 階 カンファレンスルーム

で開催され，事務局及び陪席として長野県

献血推進協議会輸血療法部会長，公益社団

法人 長野県看護協会専務理事の計 21 名が

出席した。 

平成 27 年度目標管理シートについては，

評価コメント，今後の課題について議論，

審議され，原案通り承認された（資料２）。 

平成 28 年度目標管理シート（資料９）につ

いては，円滑に運用していくことを目的に

ワーキング作業チーム，学術支援チームに

別れて委員会活動を進めていくこととなっ

た。ワーキング作業チームについては，輸

血マニュアルの作成に取り組むこと，学術

支援チームについては，第 2 回サマーセミ

ナーの開催や院内活動への助言，学会発表

などの研究活動の支援にも取り組む予定で

ある。そして，より輸血に関する看護師認

定者数の増加及び学会認定・看護師による

人材育成促進を目指していきたい。 
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平成 28 年 2 月 27 日に平成 27 年度 長野

県における輸血療法に係る検討会が長野市

生涯学習センター 4階大会議室で開催され，

看護師専門委員会として平成 27 年度活動

報告（資料１０），平成 28 年度目標管理シ

ートについても報告を行い，活動を進めて

いくこととなった。 

 

まとめ 

平成27年9月に長野県献血推進協議会輸

血療法部会認定輸血検査技師専門委員会が

設立された。平成 28 年度は，輸血に関する

知識，技術の高い認定輸血検査技師専門委

員会とともに協力，連携を取りながら，チ

ーム医療ができれば良いと考える。 

最後に今後の課題として，長野県は，都

道府県で 4 番目に広い面積があり，地域縦

断的な県における輸血医療に関わる地域包

括ケアの取り組みを進めていく必要がある。

そのためには，病院完結型から地域包括ケ

アに向けて，看護師はチーム医療のキーパ

ーソンとして医療をつなぐ役割がある。現

在，活用されている長野県地域医療連携「信

州メディカルネット」のネットワークシス

テムを活用し，学会認定医，認定輸血検査

技師など他職種とも連携を図り，輸血療法

に関わる問い合わせに対して円滑に助言が

できるように看護師専門委員会が活動して

いく予定である。 

輸血医療の底上げには，日々，輸血医療

に関わる人材育成が不可欠である。長野県

において，安全でかつ適正に輸血療法を従

事できるように看護師専門委員会が継続的

に活動を進めていくことが肝要である。 
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（資料１） 

長野県献血推進協議会輸血療法部会看護

師専門委員会設置要領 

 

（名 称） 

１ 本会は長野県献血推進協議会輸血療

法部会看護師専門委員会（以下「看護

師専門委員会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

２ 輸血現場に最も近い看護師の立場か

ら，血液製剤の安全かつ適正な使用を

推進し，もって輸血療法のレベル向上

を図ることを目的とする。 

 

 （活 動） 

３ 看護師専門委員会は，前項の目的を

達成するため，看護師の立場から次の

各号に掲げる活動を行う。 

 ア 医療機関における輸血方法の現状

の把握及び課題の整理・検討に関する

こと 

 イ 看護師を対象とした輸血療法マニ

ュアルの作成に関すること 

 ウ 輸血研修会等，輸血に関わる看護

師のための教育研修に関すること 

 エ 学会認定・看護師の資格取得に関

すること 

 オ その他看護師専門委員会が必要と

認める事業 

 

 （組 織） 

４ 看護師専門委員会は次に掲げる者で

組織する。 

 ア 輸血に関する学会認定・看護師 

 イ 長野県献血推進協議会輸血療法部

会所属医療機関の看護師 

 ウ 公益社団法人長野県看護協会役員 

 エ その他看護師専門委員会が必要と

認める者 

 

 （委員長） 

５ 看護師専門委員会に委員長を置く。

委員長は，出席者の互選により選出す

る。 

 (1) 委員長は会務を総括し，看護師専

門委員会を代表する。 

 (2) 委員長に事故あるときは，あらか

じめ委員長の指名する者が職務を代行

する。 

 

 （会 議） 

６ 看護師専門委員会は，必要に応じて

開催し，委員長が会議の議長を務める。 

 

 （事務局） 

７ 看護師専門委員会の事務局は，長野

県健康福祉部薬事管理課及び長野県赤

十字血液センターに置く。 

 

（その他） 

８ この要領に定めるもののほか，看護

師専門委員会に関し必要な事項は，委

員長が別に定める。 

 

    附 則 

  この要領は，平成 26年 12月 16日か

ら施行する。 
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支
援
グ
ル
ー
プ
内

で
継
続
し
て
検
討
し
て
い
く
。

実 績 【 実 線 で 示 す 】

輸
血
療
法
部
会
で
取
り
ま
と
め
て
い
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
各
委
員
へ

メ
ー
ル
で
配
信
、
委
員
会
で
意
見
交
換
し
課
題
の
整
理
・
検
討
を
行
う

看
護
師
専
門
委
員
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ

で
取
り
ま
と
め
た
内
容
を
輸
血
懇
話

会
（
年
度
末
）
で
報
告
す
る
予
定

評
価
コ
メ
ン
ト

今
後
の
課
題

輸
血
療
法
部
会
で
取

り
ま
と
め
て
い
る
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
を
各

委
員
へ
配
布
。
委
員

会
で
情
報
交
換
を
行

う

医
療
機
関
に
お

け
る

輸
血
療
法
の
現

状
把

握
及
び
課
題
の

整
理
・
検
討

輸
血
療
法
部
会
で
取
り
ま
と
め
て
い

る
ア
ン
ケ
ー
ト

計 画 【 点 線 で 示 す 】

10
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

6月
7月

8月
9月

委
員
会
活
動
内
容

今
後
の
課
題

目
標

達
成

の
た

め
の

具
体

的
手

段
（

何
を

・
ど

の
よ

う
に

）

目
標

達
成

の
た

め
の

指
標

達
成
の
根
拠
を
示
す
資
料

月
4月

5月

年
間
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
(い

 つ
）

新
年
度

年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
い
 
つ
)

下
　
半
　
期

平
成

2
7
年

度
次

年
度

の
目

標

県
内

の
輸
血
の
現
状
を
把
握
し
、
問
題
点
を
委
員
会
で

抽
出

、
輸
血

療
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
素
案
を
作
成
す
る
。
輸
血
に

関
す

る
基
礎

・
最
新
知
識
、
技
術
の
習
得
を
目
指
す
。

委
員

会
名

長
野

県
献

血
推

進
協

議
会

輸
血

療
法

部
会

看
護

師
専

門
委

員
会
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（資料３） 
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（資料４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

38



（資料 5） 
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（資料６） 

輸血実施，困ったこと， 

不安に思ったこと 

・ クロスマッチをする時間のゆとりがな

い。 

・ 副反応なのか，違う病気からの症状な

のか，判断が出来ない時に困った。 

・ 血管のでない人の輸血。 

・ 今の職場で，ガイドライン，マニュア

ルがきちんと確立されていない。 

・ 開始時，途中の VS測定，睡眠中は判

断しにくい，測定しづらい。 

・ 新鮮凍結血漿の溶解方法，原則な基準

が示されていない。 

・ 輸血実施日，夜勤者のバイタルでは

BT36'台であったが，実施直前

BT37.8℃で主治医に確認したとこ

ろ， 実施可能と指示されたが，正直

不安だった。 

・ 副作用が起きた時の対応。 

・ 新人指導。 

・ 輸血パックは，もう少し余裕のある容

器にならないものでしょうか。パンパ

ンに入っているような気がします。（自

己血輸血パックもしかり。） 

・ 次々と輸血を行っていく場合の副作用

の見方はどうすればよいか。 

・ 副作用に関する知識を看護師全員に知

ってもらう方法。 

・ 成人のマニュアルはあるが，小児のマ

ニュアルがなく不安に思った。 

・ 輸血に関わる機会が少ないため不安。 

・ 大量輸血時の副反応の出現について，

観察がしっかりできているかどうか

が不安。 

・ ルートが取れにくい場合。 

・ 速度。 

・ 病棟によって輸血の知識が不足してい

るところ，充足しているところがあり，

差が大きい。ところによっては，知識

の少ないNsが新人等に指導をしてい

ることもあり，不安が大きい。 

・ 実施後の副作用の記載は，電カルです

か。病棟とｏｐｅと記載方法がちがう。 

・ 輸血実施時，化学療法も行っていたた

め，発熱や発疹など輸血の副作用なの

か，ケモによるものかわからなかった。 

・ 加温せず輸血してよいと言われました

が，以前の考えと違い戸惑いました。

実際どうなのか。 

・ ＲＣＣ，ＭＡＰ 呼び方が変わってい

くのでわからない。 

・ 副作用が起きた時の対応が不安。 

・ 自己血輸血パック 400mL タイプで

すが，もう少しパックにゆとりがあれ

ばありがたいです。輸血セットをパッ

クに入れる際，手技が未熟なのかもし

れませんが，なかなか刺さらず，根も

とを持ってしまい輸血を破棄するこ

とになってしまいました。（NSがび

っくりしてセットを抜いてしまい）不

潔と判断して破棄になりました。 

 

輸血マニュアル作成に対する希望内容 

・ 基本的な手順。 

・ 実施場面の写真，イラストの詳細なも

のがあるとうれしい。 

・ 観察の測度をmLでなく滴数で記入さ

れていると誰が見てもわかりやすい。 

・ ポケット版があると良いと思います。 

・ 輸血の副作用の対応。 

・ 輸血の副作用の種類。 

42



 

 

・ 宗教的な輸血拒否の方の事例等。 

・ マニュアルを使用すれば輸血ができる

というわかりやすいものにしてほしい。 

・ 新しい情報は別のものとしてまとめて

ほしい。 

・ 輸血を行うことの危険性をしっかりと

書いてほしい。 

・ 職種をこえた連携について。 

・ 副作用，手順，観察項目。 

・ 初回の血液型検査用の検体とクロスマ

ッチの検体を採血するタイミング。 

・ 輸血を CVルートから行う場合の管理。 

・ 宗教的な理由による輸血出来ない患者

に対する知識。 

・ 輸血と一言でいっても少し離れてしま

うと製剤の呼び方が変わっていく，ど

う違うのか。 

・ アルブミンなど血液製剤の取り扱いな

ども知りたい。 

 

第２回サマーセミナーで聞きたい内容 

・ 事例。今日の柳沢先生の事例は興味深

かった。 

・ 認定NSの講演（より具体的な）。 

・ 血液製剤の製造過程を見たいです。 

・ 看護師としての輸血現場での現状につ

いて。 

・ 実技指導を行っていただきたい。 

・ 実技指導，チェックリスト，他院の輸

血マニュアルの例を参考にさせてい

ただきたい。 

・ 輸血にはいろいろな職種がかかわると

思うが，当院は看護師にかかる責任が

多いため，他院はどのようにしている

のか参考にしたい。 

・ 実技指導をしてほしい。 

・ 実技指導。 

・ 実技指導。輸血副作用と対処方法，観

察ポイント。 

・ 透析中に輸血をしています。実際，他

の現場はどうやっているのか知りた

い。今のやり方も実際よいのか知りた

い。 

・ 輸血に使うデバイスを見せてほしい。

K吸着型のルート小児の小分けバッ

ク等。 

・ 実技指導を。 

・ 輸血製剤取り扱い方法（指導者として

の）。 

 

その他 

・ 冷房が効き過ぎだと思います。 

・ ぜひ，机は用意していただきたい。集

中できない。 

・ 机がほしかった。 
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（資料 7） 
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（資料 8） 
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文
書

分
類

番
号

：
版

　
　

数
　

 
 
：

初
版

管
理

番
号

 
 
　

：
資

料
９

 
目

標
管

理
シ

ー
ト

制
定

日
:
2
0
1
6
年

 
2
月

 
7
日

　
改

定
日

:
2
0
1
6
年

 
月

 
日

信
州
大
学
医
学
部
附
属
病
院
と
長
野
赤
十
字
病
院
と
の
病
病
間
で
「
輸

血
に
関
わ
る
症
例
１
」
と
し
て
信
州
メ
デ
イ
カ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
の
試
験
を
行
う
。

輸
血
療
法
に
関
わ
る
信
州
メ
デ
ィ
カ

ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
試

み
、
問
題
点
を
抽
出
し
、
実
用
化
に

向
け
て
検
討
を
進
め
る
。

シ ス テ ム 作 り が 出

来 次 第 、 試 験 を 行

う

学
術
支
援
チ
ー
ム
を

中
心
と
し
て
第
2回

サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
す
る
（
開
催
日

時
：
平
成
28
年
7月

16
日
（
信
州
大
学
医
学

部
附
属
病
院
大
会
議

室
）

信
州
大
学
医
学
部
附

属
病
院
と
長
野
赤
十

字
病
院
、
病
病
間
で

輸
血
に
関
し
て
信
州

メ
デ
ィ
カ
ル
ネ
ッ
ト

シ
ス
テ
ム
の
試
験
を

行
う

輸
血
療
法
に
関

わ
る

問
い
合
わ
せ
に

対
し

て
信
州
メ
デ
ィ

カ
ル

ネ
ッ
ト
の
シ
ス

テ
ム

活
用
を
検
討
す

る

信
州
メ
デ
イ
カ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
に
つ
い
て
医
師
、
看
護
師
、

情
報
部
、
地
域
連
携
室
な
ど
と
も
連

携
を
取
り
な
が
ら
信
州
大
学
医
学
部

附
属
病
院
と
長
野
赤
十
字
病
院
と
と

も
に
検
討
し
た
結
果

計 画 【 点 線 で 示 す 】 実 績 【 実 線 で 示 す 】

学
術
支
援
チ
ー
ム
の
リ
ー
ダ
ー
、
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
と
し
て
輸
血

療
法
に
お
け
る
副
作
用
の
観
察
と
対
応
、
輸
血
検
査
に
つ
い
て
、
危
機

的
出
血
に
つ
い
て
基
礎
・
最
新
の
知
識
、
技
術
研
修
を
行
う
。
ま
た
、

認
定
輸
血
検
査
技
師
専
門
委
員
会
の
委
員
に
も
講
師
と
し
て
協
力
を
得

な
が
ら
開
催
し
、
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
。

学
術
支
援
チ
ー
ム
と
し
て
血
液
セ
ン

タ
ー
見
学
の
計
画
等
、
院
内
活
動
へ

の
助
言
、
学
会
発
表
な
ど
研
究
活
動

の
支
援
に
取
り
組
む
。

今
後
、
合
同
輸
血
療
法
委
員
会
や
看

護
師
専
門
委
員
会
な
ど
の
活
動
報

告
、
各
医
療
機
関
へ
情
報
提
供
が
で

き
る
シ
ス
テ
ム
作
り
を
構
築
す
る
。

サ マ ー セ ミ ナ ー の ア

ン ケ ー ト 結 果 を 基 に

出 前 講 座 の 検 討

第
１
回
目
の
サ

マ
ー

セ
ミ
ナ
ー
で
の

ア
ン

ケ
ー
ト
の
意
見

を
取

り
入
れ
、
実
技

も
含

め
委
員
が
講
師

と
し

て
開
催
す
る

長
野
県
内
の
輸
血
療
法
を
実
施
し
て

い
る
看
護
師
を
対
象
と
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト

計 画 【 点 線 で 示 す 】

県 ・ 血 液 セ ン タ ー の

協 力 を 得 て 学 会 等 の

ホ ー ム ペ ー ジ へ ア ク

セ ス が 出 来 る よ う に

進 め る

実 績 【 実 線 で 示 す 】

第 2 回 サ マ ー セ ミ

ナ ー 開 催 予 定

9 月 　 長 野 県 献 血 推 進 協 議 会 輸 血 療 法 部 会 提 出
各 医 療 機 関 へ 輸 血 療 法 マ ニ ュ ア ル 等 の 情 報

提 供 が で き る よ う な シ ス テ ム 作 り の 構 築

実 績 【 実 線 で 示 す 】

輸 血 療 法 マ ニ ュ ア

ル （ 素 案 ） 作 成

ワ
ー
キ
ン
グ
作
業
チ
ー
ム
内
で
リ
ー
ダ
ー
、
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
に

輸
血
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
内
容
を
委
員
間
で
メ
ー
ル
配
信
、
輸
血

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
に
取
り
組
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

た
、
認
定
輸
血
検
査
技
師
専
門
委
員
会
の
学
術
支
援
グ
ル
ー
プ
の
委
員

か
ら
も
指
導
、
協
力
を
得
て
作
成
に
取
り
組
む
。

承 認 後 輸 血 療 法 マ ニ ュ ア ル 活 用 開 始 予 定

７
月
の
看
護
師
専
門
委
員
会
の
ワ
ー

キ
ン
グ
に
お
い
て
内
容
を
検
討
、
平

成
28
年
度
、
長
野
県
献
血
推
進
協
議

会
輸
血
療
法
部
会
に
提
出
し
、
承
認

を
得
て
活
用
し
て
い
く
方
向
と
す

る
。

1
月

2
月

3
月

評
価
コ
メ
ン
ト
（
所
属
長
）

今
後
の
課
題

ワ
ー
キ
ン
グ
作
業

チ
ー
ム
を
中
心
と
し

て
輸
血
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
作
成
を
行
う

各
委
員
の
担
当

（
分

担
）
に
別
け
て

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成

に
取

り
組
む

　 各
委
員
の
医
療
機
関
で
の
輸
血
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
分
析
し
た
内
容
、
平
成

27
年
度
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
で
の
ア
ン

ケ
ー
ト
、
医
療
機
関
に
お
い
て
困
っ

て
い
る
事
等

計 画 【 点 線 で 示 す 】

9月
委
員
会
活
動
内
容

今
後
の
課
題

10
月

1
1
月

1
2
月

月
4月

5月
6月

7月
8月

年
間
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
(い

 つ
）

新
年
度

年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
い
 
つ
)

下
　
半
　
期

全 て に お い て 輸 血 懇 話 会 ・ 報 告

委
員

会
名

長
野

県
献

血
推

進
協

議
会

輸
血

療
法

部
会

看
護

師
専

門
委

員
会

平
成

2
8
年

度
次

年
度

の
目

標

＜
ワ

ー
キ
ン
グ
作
業
チ
ー
ム
＞
輸
血
療
法
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
作

成
す
る

＜
学

術
支
援
チ
ー
ム
＞
輸
血
に
関
す
る
教
育
研
修
を
開

催
し

啓
発
活

動
を
推
進
す
る

目
標

達
成

の
た

め
の

具
体

的
手

段
（

何
を

・
ど

の
よ

う
に

）

目
標

達
成

の
た

め
の

指
標

達
成
の
根
拠
を
示
す
資
料
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（資料 10） 
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厚生労働省医薬食品局 

平成27年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業 

研究報告書 

 

研究課題 

輸血に関わる地域包括ケアに向けた長野県輸血療法部会としての 

役割と活動 

－認定輸血検査技師専門委員会の活動報告－ 

委員会名 長野県献血推進協議会輸血療法部会  

分担研究者 小松 政義 認定輸血検査技師専門委員会委員長 

      諏訪赤十字病院 検査・輸血部 

小嶋 俊介 認定輸血検査技師専門委員会職務代行 

      信州大学医学部附属病院 輸血部 

主任研究者 下平 滋隆 長野県献血推進協議会輸血療法部会長 

 

 

A. 経緯 

長野県では，献血制度の普及を図るとと

もに献血制度の適正な運営を確保するため，

「長野県献血推進協議会（昭和 39 年設置 

会長：長野県知事）」を設置しているが，平

成 23 年 2 月にこの協議会の中に「輸血療法

部会」（事務局：長野県健康福祉部薬事管理

課，長野県赤十字血液センター）を発足し

た。輸血療法部会は長野県における合同輸

血療法委員会の中核組織と位置づけられ，

長野県内における血液製剤の安全かつ適正

な使用を推進し，輸血療法の向上を図るこ

とを設置の目的としており，血液製剤使用

量の多い県内 13 の医療機関と長野県赤十

字血液センター，長野県健康福祉部薬事管

理課より関係者が委員として参画している。 

 

これまでに，長野県内で輸血を実施した

医療機関に対し輸血用血液製剤及び血漿分

画製剤（以下「血液製剤等」という）の使

用状況実態調査や当該結果を踏まえた検討

会及び講習会を開催してきた。また，平成

26 年度，輸血現場に最も近い看護師の立場

から輸血療法に関わる実践の標準化及び啓

発活動を推進する目的で，看護師専門委員

会を設置し活動を開始した。 

これまでの実施事項及び看護師専門員会

の活動を踏まえ，輸血医療に関わる地域包

括ケアの取り組みとして，さらなる長野県

における安全な輸血療法を実践するために，

看護師専門委員会だけでなく臨床検査技師

による専門委員会の設置が必要である。こ
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のことを受け，平成 27 年度に長野県献血推

進協議会輸血療法部会認定輸血検査技師専

門委員会（以下「認定輸血検査技師専門委

員会」という）を発足した [構成員：別紙

１]。 

 

B. 活動内容 

1．認定輸血検査技師専門委員会の立ち上げ 

平成 27 年 9 月に，「安全な血液製剤の安定

供給の確保等に関する法律」を遵守し，医

療機関，長野県赤十字血液センター及び長

野県のそれぞれの責務を明確にし，安全か

つ適正な輸血療法を推進するため，平成 27

年度第 1 回輸血療法部会を開催した。具体

的には，南北に長い長野県の地域縦断的な

“輸血医療に関わる地域包括ケアの取り組

み”に必要となる目標管理シートを作成し，

職種横断的に輸血医療の安全管理及び適正

使用をさらに推進することが議論された。

その活動の一環として，平成 26 年度に設置

した看護師専門委員会に引き続き，安全な

輸血医療を推進するために輸血検査のレベ

ル向上を目的とした認定輸血検査技師専門

委員会が立ち上げられた。 

 

2．認定輸血検査技師専門委員会設置要領案

の作成 

輸血療法部会において，認定輸血検査技師

専門員会の立ち上げが承認されたことを受

け，認定輸血検査技師専門委員会設置要領

（以下「設置要領」という）案が作成及び

検討された。なお，第 1 回認定輸血検査技

師専門委員会が開催された際に決議され，

平成 28 年 2 月 7 日より設置要領（参考１）

として施行された。設置要領の一部を以下

に記す。 

 1）目的 

輸血検査を実際に行う検査技師の立場から，

血液製剤の安全かつ適正な使用を推進し，

もって輸血検査のレベル向上を図ることを

目的にする。 

 2）活動 

認定輸血検査技師専門委員会は，前項の目

的を達成するため，臨床検査技師の立場か

ら次の各号に掲げる活動を行う。 

 ア 医療機関における輸血検査及び製剤

管理の現状の把握及び課題の整理・検討に

関すること 

 イ 輸血研修会等を開催し，輸血に関わ

る検査等の教育訓練に関すること 

 ウ 輸血療法に関わる医療および技術情

報を提供すること 

 エ その他，認定輸血検査技師専門委員

会が必要と認める事業 

 3）組織 

   認定輸血検査技師専門委員会は，次

に掲げる者で組織する。 

 ア 認定輸血検査技師 

 イ 長野県献血推進協議会輸血療法部会

所属医療機関の輸血検査担当技師 

 ウ 一般社団法人長野県臨床検査技師会

が推薦する者 

 エ その他認定輸血検査技師専門委員会

が必要と認める者 

 

3．委員の組織 

認定輸血検査技師は，輸血療法部会事務局

が長野県内医療機関において輸血検査業務

に携わる認定輸血検査技師を選出し医療機

関代表者へ委員への推挙を依頼した。また，

その他の委員については，設置要領を基に

事務局が医療機関の選定を行い，委員の構
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成を行った。最終的に県内 19 施設より 20

名の臨床検査技師が委員として選出され，

そのうち 13 名が認定輸血検査技師で構成

された。 

 

4．第 1 回認定輸血検査技師専門委員会 

平成 28 年 2 月 7 日に第 1 回認定輸血検査

技師専門委員会が信州大学医学部附属病院

にて開催され，委員 17 名（うち認定輸血検

査技師 12 名），事務局 2 名及びオブザーバ

ーとして看護師専門委員長を含めた計 20

名が出席した。以下に記す議事に沿って進

行され，各内容について議論され決議を行

った。（参考２） 

 1）専門委員会設置要領案 

輸血療法部会において作成された設置要領

案について検討し，過半数以上の賛成多数

により承認された。 

 2）委員長選出 

前項で承認された設置要領に基づき，認定

輸血検査技師の互選により委員長を選出し，

過半数以上の賛成多数により承認された。

また，委員長より，職務代行者の指名が行

われた。 

 3）平成 27 年度目標管理シート（参考３） 

平成 27 年度における主な活動内容として，

認定輸血検査技師専門委員会の組織及び小

規模輸血実施医療機関を対象とする輸血検

査実技研修会の開催が挙げられた。また，

次年度に向けた課題についても検討された。 

 4）平成 28 年度目標管理シート（参考４） 

平成 28 年度における活動計画について検

討され，目標管理シートが作成された。委

員会の目標として，長野県内医療機関にお

ける安全な輸血療法の推進が掲げられた。

目標達成に向けた具体的な手段が検討され，

平成 27 年度の課題を踏まえ各種ワーキン

ググループを立ち上げ [構成員：別紙２]。

以下に具体的な活動計画を記す。 

ア 災害時輸血用血液製剤の確保に関す

るマニュアル案の作成 

平成 26 年度の輸血療法部会調査事項とし

て，医療機関における災害時の危機管理に

ついてアンケート調査を実施したところ，

危機管理の対応が不十分な医療機関が多い

状況が判明した。このことを踏まえ，医療

機関，日本赤十字社血液センター，長野県

の三者が共通の認識を持ち，連携できるた

めの危機管理マニュアルを策定する必要が

あり，その素案を作成する。 

イ 臨床検査技師の輸血療法に関する知

識・技術の向上 

血液製剤の安全かつ適正な使用を推進する

ために，輸血検査の向上が必要不可欠であ

る。そのため，症例を中心としたケース&

スタディー集の作成及び講習会の開催を予

定している。また，平成 27 年度に開催した

小規模輸血実施医療機関における輸血療法

の安全性の向上を目的とする実技研修会の

継続が求められる。 

ウ 職種横断的な輸血療法の安全管理及

び適正使用の推進 

看護師専門委員会と合同で全輸血医療従事

者を対象とするサマーセミナーを開催する。

輸血検査と輸血の実施を結びつけた研修会

を開催することで，横断的な輸血療法への

取り組みが推進されることが期待される。

また，輸血療法全般における Q&A 集及び

輸血実施マニュアルを作成し，小規模輸血

実施医療機関においても安全な輸血療法を

実践できるようにする。 
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5．第 1 回輸血検査研修会（初級編） 

平成28年2月7日に信州大学医学部保健学

科にて第 1 回輸血検査研修会（初級編）が

開催された。本研修会は，病床数 100 床以

下の小規模輸血実施医療機関における臨床

検査技師が対象であり，県内 20 施設より

20 名の参加で実施された。参加者は，20～

50 代まで幅広い世代から申し込みがあり，

輸血検査従事歴1年未満の方から30年以上

の方まで様々な経歴の検査技師が集められ

た。研修は，ABO 及び RhD 血液型検査，

交差適合試験について実施された。なお，

実習試薬や試料及び講師は，関東甲信越ブ

ロック血液センターに全面協力をいただい

た。 

 

6．平成 27 年度第 2 回輸血療法部会 

平成 28 年 2 月 27 日に第 2 回輸血療法部会

が開催され，認定輸血検査技師専門委員会

の活動について委員長より報告した。また，

同日に開催された輸血検討会においても活

動を報告した。（参考５） 

 

C. 参考資料 

参考１：長野県献血推進協議会輸血療法部

会認定輸血検査技師専門委員会設置要領 

参考２：長野県献血推進協議会輸血療法

部会認定輸血検査技師専門委員会議事録 

参考３：平成 27 年度認定輸血検査技師専

門委員会目標管理シート 

参考４：平成 28 年度認定輸血検査技師専

門委員会目標管理シート 

参考５：輸血療法に係る検討会報告スラ

イド 
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（参考１） 

長野県献血推進協議会輸血療法部会認定

輸血検査技師専門委員会設置要領 

 

（名 称） 

１ 本会は，長野県献血推進協議会輸血

療法部会認定輸血検査技師専門委員会

（以下「認定輸血検査技師専門委員会」

という。）と称する。 

 

（目 的） 

２ 輸血検査を実際に行う検査技師の立

場から，血液製剤の安全かつ適正な使

用を推進し，もって輸血検査のレベル

向上を図ることを目的にする。 

 

 （活 動） 

３ 認定輸血検査技師専門委員会は，前

項の目的を達成するため，臨床検査技

師の立場から次の各号に掲げる活動を

行う。 

 ア 医療機関における輸血検査及び製

剤管理の現状の把握及び課題の整理・

検討に関すること 

 イ 輸血研修会等を開催し，輸血に関

わる検査等の教育訓練に関すること 

 ウ 輸血療法に関わる医療及び技術情

報を提供すること 

 エ その他，認定輸血検査技師専門委

員会が必要と認める事業 

 

 （組 織） 

４ 認定輸血検査技師専門委員会は，次

に掲げる者で組織する。 

 ア 認定輸血検査技師 

 イ 長野県献血推進協議会輸血療法部

会所属医療機関の輸血検査担当技師 

 ウ 一般社団法人長野県臨床検査技師

会が推薦する者 

 エ その他認定輸血検査技師専門委員

会が必要と認める者 

 

 （委員長） 

５ 認定輸血検査技師専門委員会に委員

長を置く。委員長は，認定輸血検査技

師の互選により選出する。 

（１）委員長は会務を総括し，認定輸血

検査技師専門委員会を代表する。 

（２）委員長に事故あるときは，あらか

じめ委員長の指名する者が職務を務め

る。 

 

 （会 議） 

６ 認定輸血検査技師専門委員会は，必

要に応じて開催し，委員長が会議の議

長を務める。 

 

 （事務局） 

７ 認定輸血検査技師専門委員会の事務

局は，長野県健康福祉部薬事管理課及

び長野県赤十字血液センターに置く。 

 

（その他） 

８ この要領に定めるもののほか，認定

輸血検査技師専門委員会に関して必要

な事項は，委員長が別に定める。 

 

    附 則 

  この要領は，平成２８年２月７日か

ら施行する。 
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（参考 2） 

長野県献血推進協議会輸血療法部会認定

輸血検査技師専門委員会議事録 

１ 日 時 

平成２８年２月７日（日） 

午前１１時～１２時 

 

２ 場 所 

信州大学医学部附属病院 南中央診

療棟２階 カンファレンスルーム 

 

３ 参加者 

委員１７名，オブザーバー１名（看

護師専門委員長），事務局２名，その

他血液センター関係者が傍聴 

 

４ 挨 拶 

下平輸血療法部会長不在のため省略 

 

５ 議 事 

（１）設置要領（案）について 

・事務局から説明，意見等なし 

・過半数以上の賛成多数により承認 

（２）委員長の選出について 

・立候補者なし 

・佐久医療センター 平賀氏から諏訪

赤十字病院 小松氏を推薦したい

旨，提案あり。その他に推薦はな

く，小松氏を委員長とすることに

ついて，採決。過半数以上の賛成

多数により承認。 

・職務代行は，小松委員長が信州大

学医学部附属病院 小嶋氏を指名 

（３）平成２７年度目標管理シートにつ

いて 

・信州大学医学部附属病院 小嶋氏か

ら内容を説明，小松委員長から捕

捉説明 

・内容について特に修正意見等なく，

原案で承認 

・この内容について「輸血療法に係

る検討会」にて報告予定 

（４）平成２８年度目標管理シートにつ

いて 

・信州大学医学部附属病院 小嶋氏か

ら内容を説明，小松委員長から捕

捉説明 

・県立須坂病院 徳竹氏から平成２７

年度サマーセミナーの通知方法に

ついて質問あり。小松委員長から

看護部門にのみ案内された可能性

があったため，臨床検査技師も参

加できるよう周知方法を工夫する

旨の応答あり。 

・内容について特に修正意見等なく，

原案で承認 

・この内容について「輸血療法に係

る検討会」にて報告予定 

・小松委員長からワーキンググルー

プ分けについて説明 

・内容について特に修正意見等なく，

原案で承認，各グループにおける

リーダー，サブリーダーの決定 

（５）その他 

・信州大学医学部附属病院 小嶋氏か

ら輸血後感染症検査の査定に関す

るアンケート調査について意見あ

り。佐久医療センター 平賀氏及び

篠ノ井総合病院 日極氏から実情

に関する意見あり。小松委員長か

ら輸血療法部会の議題に取り上げ

てもらう旨の応答あり。 
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輸
血
検
査
技

師
専
門
委
員
会
を
開
催
す
る
必
要
が
あ
る
。

委
員
会
で
は
、
県
内
に
お
け
る
安
全
な
輸
血
療
法

を
推
進
す
る
た
め

の
活
動
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
い
 
つ
)

3
月

1
2
月

1
月

2
月

1
1
月

今
後
の
課
題

評
価
コ
メ
ン
ト

1
0
月

前
年

度
の

課
題

委 員 会 設 立 予 定

8月
達
成
の
根
拠
を
示
す
資
料

6月

年
間
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
(い

 つ
）

月
7月

第
1回

認
定
輸
血
検
査

技
師

専
門
委
員
会
の
開
催

・
認
定
輸
血
検
査
技
師
専
門
委
員
会

　
設
置
要
領

・
認
定
輸
血
検
査
技
師
専
門
委
員
会

　
委
員
名
簿

・
第
1回

認
定
輸
血
検
査
技
師
専
門

　
委
員
会
 議

事
録

小
規

模
輸
血
実
施
医

療
機

関
に
お
け
る
輸

血
療

法
の
安
全
性
の

向
上

10
0床

以
下
の
小
規
模

医
療

機
関
を
対
象
と
す
る

輸
血
検

査
実
技
研
修
会
の
開

催

計 画

【 点 線 で 示 す 】

実 績

【 実 線 で 示 す 】

・
実
技
研
修
会
資
料

・
参
加
者
名
簿

・
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト

・
参
加
で
き
な
い
施
設
に
対
す
る
次

　
年
度
以
降
の
対
応
に
つ
い
て

計 画

【 点 線 で 示 す 】

実 績

【 実 線 で 示 す 】

計 画

【 点 線 で 示 す 】

実 績

【 実 線 で 示 す 】

長
野

県
献
血
推
進
協

議
会

輸
血
療
法
部
会

認
定

輸
血
検
査
技
師

専
門

委
員
会
を
組
織

す
る

委
員

会
名

長
野

県
献

血
推

進
協

議
会

輸
血

療
法

部
会

認
定

輸
血

検
査

技
師

専
門

委
員

会

今
年

度
の

目
標

長
野

県
内

医
療

機
関

に
お

け
る

安
全

な
輸

血
療

法
の

推
進

目
標

達
成
の
た
め
の

具
体
的
手
段

（
何

を
・
ど
の
よ
う
に
）

9月
下
半
期
の
課
題

委 員 会 設 立 承 認

輸
血
療
法
部
会
に
て
認
定
輸
血
検
査
技
師
専
門
委
員
会
の
設
立
が
承

認
さ
れ
、
設
置
要
領
（
案
）
が
審
議
さ
れ
た
。

目
標
達
成
の
た
め
の
指
標

上
半
期
活
動
内
容

4月
5月

小
規
模
医
療
機
関
を
対
象
と
す
る
輸
血
検
査
研
修
会
を
実
施

し
た
。
輸
血
検
査
の
基
礎
と
な
る
血
液
型
、
不
規
則
抗
体
、

交
差
適
合
試
験
に
つ
い
て
よ
り
教
育
を
進
め
て
い
き
、
安
全

な
輸
血
療
法
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
年
度
は
2
0
名
に
限
定
し
た
研
修
で

あ
っ
た
た
め
、
参
加
で
き
な
か
っ
た

施
設
を
対
象
と
し
た
同
様
の
研
修
会

を
次
年
度
も
行
う
必
要
が
あ
る
。

第 一 回 輸 血 検 査 研

修 会 （ 初 級 編 ）

輸 血 療 法 部 会 に て

活 動 報 告

第 一 回 輸 血 検 査 研

修 会 （ 初 級 編 ）

輸 血 療 法 部 会 に て

活 動 報 告

平
成
28
年
2月

7日
に
信
州
大
学
医
学
部
保
健
学
科

を
会
場
と
し
、
長

野
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
の
協
力
（
検
体
、
試

薬
、
講
師
な
ど
）

の
も
と
、
小
規
模
医
療
機
関
を
対
象
と
す
る
安
全

な
輸
血
療
法
の
実

施
を
目
指
す
実
技
研
修
会
を
行
う
。

輸 血 療 法 部 会 に て

活 動 報 告

各 委 員 へ の 参 加 要

請

各 委 員 へ の 参 加 要

請
第 一 回 認 定 輸 血 検

査 技 師 専 門 委 員 会

輸 血 療 法 部 会 に て

活 動 報 告

各 委 員 及 び 講 師 へ

の 依 頼
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資
料

４
　

目
標

管
理

シ
ー

ト
（

2
8
年

度
）

制
定

日
:
 
2
0
1
6
 
年

 
 
2
 
月

 
 
7
 
日

改
定

日
:
　

　
 
 
年

 
　

 
月

 
　

 
日

第 二 回 サ マ ー セ ミ

ナ ー
輸 血 療 法 部 会 に て

Ｑ ＆ Ａ 集 提 出

看
護
師
専
門
委
員
会
と
連
絡
を
密
に
取
り
合
い
、
全
輸
血
医
療
従
事

者
を
対
象
と
す
る
第
2回

サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
。
合
同
開

催
す
る
こ
と
で
、
輸
血
検
査
の
こ
と
だ
け
で
な
く
輸
血
の
実
施
等
に

つ
い
て
も
学
び
、
チ
ー
ム
医
療
と
し
て
輸
血
療
法
に
従
事
す
る
こ
と

の
重
要
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

各
医
療
機
関
及
び
血
液
セ
ン
タ
ー
へ
寄
せ
ら
れ
た
質
問
事
項
に
つ
い

て
看
護
師
専
門
委
員
会
の
協
力
を
得
な
が
ら
回
答
を
作
成
し
、
輸
血

療
法
の
実
際
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
集
を
作
成
す
る
。
作
成
後
は
、
誰
で

も
簡
単
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
考
え
、

実
践
す
る
。

年
間

総
合

評
価

第 二 回 輸 血 検 査 研

修 会 （ 初 級 編 ）

輸 血 療 法 部 会 に て

報 告

リ
ー
ダ
ー
及
び
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
に
ワ
ー
キ
ン
グ
を
行
う
。
認

定
輸
血
検
査
技
師
の
取
得
に
向
け
た
勉
強
会
及
び
情
報
提
供
を
行

い
、
県
内
認
定
取
得
者
を
増
や
す
た
め
の
活
動
を
行
う
。
各
医
療
機

関
及
び
血
液
セ
ン
タ
ー
に
症
例
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
ら
を
参

考
に
ケ
ー
ス
＆
ス
タ
デ
ィ
ー
集
を
作
成
す
る
。
5月

末
及
び
7月

の
第

2回
認
定
輸
血
検
査
委
技
師
専
門
委
員
会
の
際
に
進
捗
状
況
を
各
委

員
へ
連
絡
し
、
意
見
を
求
め
な
が
ら
推
し
進
め
て
い
く
。

小
規
模
医
療
機
関
を
対
象
と
す
る
実
技
研
修
会
の
開
催
日
時
を
決

め
、
案
内
お
よ
び
当
日
の
指
導
に
あ
た
る
。

輸 血 療 法 部 会 に て

報 告

パ ブ リ ッ ク コ メ ン

ト を 募 集

第 二 回 認 定 輸 血 検

査 技 師 専 門 委 員 会

各 委 員 及 び 講 師 へ

の 依 頼

委
員

会
名

長
野

県
献

血
推

進
協

議
会

輸
血

療
法

部
会

認
定

輸
血

検
査

技
師

専
門

委
員

会

今
年

度
の

目
標

長
野

県
内

医
療

機
関

に
お

け
る

安
全

な
輸

血
療

法
の

推
進

　
　

・
各

種
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

に
よ

る
活

動
の

具
体

化

　
　

・
輸

血
医

療
従

事
者

の
知

識
・

技
術

の
向

上

　
　

・
チ

ー
ム

医
療

と
し

て
輸

血
療

法
に

従
事

す
る

進 捗 状 況 報 告 ①

認 定 輸 血 検 査 技 師

一 次 試 験

目
標

達
成
の
た
め
の

具
体
的
手
段

（
何

を
・
ど
の
よ
う
に
）

9月
下
半
期
の
課
題

リ
ー
ダ
ー
及
び
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
に
ワ
ー
キ
ン
グ
を
行
う
。
平

成
26
、
27
年
度
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果
を
も
と
に
災
害
時
輸
血
用
血

液
製
剤
の
確
保
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
素
案
を
作
成
す
る
。
5月

末
及
び
7月

の
第
2回

認
定
輸
血
検
査
委
技
師
専
門
委
員
会
の
際
に
進

捗
状
況
を
各
委
員
へ
連
絡
し
、
意
見
を
求
め
な
が
ら
推
し
進
め
て
い

く
。

目
標
達
成
の
た
め
の
指
標

上
半
期
活
動
内
容

4月
5月

認 定 輸 血 検 査 技 師

二 次 試 験

看
護

師
専
門
委
員
会

と
の

合
同
セ
ミ
ナ
ー

を
開

催

・
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
資
料

・
参
加
者
名
簿

・
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト

・
長
野
県
輸
血
療
法
実
施
に
関
す
る

　
Ｑ
＆
Ａ
集

災
害
時
輸
血
マ
ニ
ュ

ア
ル
に

関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー

プ
（
WG
）
の
立
ち
上

げ

災
害
時
輸
血
マ
ニ
ュ

ア
ル

（
案
）
の
作
成

平
成
28
年
7月

16
日
に

全
輸

血
医
療
従
事
者
を
対

象
と
す

る
第
2回

サ
マ
ー
セ
ミ

ナ
ー

を
看
護
師
専
門
委
員

会
と
合

同
開
催

看
護
師
専
門
委
員
会

と
の
連

携
を
図
り
、
輸
血
療

法
の
実

際
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

の
作
成

・
災
害
時
輸
血
マ
ニ
ュ
ア
ル
WG

　
メ
ン
バ
ー
リ
ス
ト

　
（
リ
ー
ダ
ー
及
び
サ
ブ
選
出
）

・
平
成
26
、
27
年
度
輸
血
療
法
部
会

　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
結
果

・
各
医
療
機
関
、
血
液
セ
ン
タ
ー
及

び 　
行
政
か
ら
の
意
見
の
取
り
ま
と
め

・
災
害
時
輸
血
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
案
）

臨
床

検
査
技
師
の
輸

血
療

法
に
関
す
る
知

識
・

技
術
の
向
上

小
規

模
輸
血
実
施
医

療
機

関
に
お
け
る
輸

血
療

法
の
安
全
性
の

向
上

学
術
Ｗ
Ｇ
の
立
ち
上

げ

認
定
輸
血
検
査
技
師

育
成

長
野
県
ケ
ー
ス
＆
ス

タ
デ
ィ
ー
集
の
作
成

小
規
模
医
療
機
関
を

対
象
と

す
る
実
技
研
修
会
の

開
催

計 画

【 点 線 で 示 す 】

実 績

【 実 線 で 示 す 】

・
学
術
WG
　
メ
ン
バ
ー
リ
ス
ト

　
（
リ
ー
ダ
ー
及
び
サ
ブ
選
出
）

・
認
定
輸
血
検
査
技
師
一
覧

・
症
例
を
中
心
と
し
た
ケ
ー
ス
＆

　
ス
タ
デ
ィ
ー
集

・
実
技
研
修
会
資
料

・
参
加
者
名
簿

・
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト

・
参
加
で
き
な
い
施
設
に
対
す
る
次

　
年
度
以
降
の
対
応
に
つ
い
て

計 画

【 点 線 で 示 す 】

実 績

【 実 線 で 示 す 】

計 画

【 点 線 で 示 す 】

実 績

【 実 線 で 示 す 】

災
害

時
輸
血
用
血
液

製
剤

の
確
保
に
関
す

る
マ

ニ
ュ
ア
ル

（
案

）
の
作
成

前
年

度
の

課
題

各
種

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
立
ち
上
げ

小
規

模
医
療
機
関
を
対
象
と
し
た
実
技
研
修
会
へ
参
加
で
き
な
か
っ

た
施

設
へ

の
対

応

進 捗 状 況 報 告 ①

第 二 回 認 定 輸 血 検

査 技 師 専 門 委 員 会

輸 血 療 法 部 会 に て

素 案 提 出

8月
達
成
の
根
拠
を
示
す
資
料

6月

年
間
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
(い

 つ
）

月
7月

年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
い
 
つ
)

3
月

1
2
月

1
月

2
月

1
1
月

今
後
の
課
題

評
価
コ
メ
ン
ト

1
0
月

第 三 回 認 定 輸 血 検

査 技 師 専 門 委 員 会

Ｑ ＆ Ａ 閲 覧 開 始

第 三 回 認 定 輸 血 検

査 技 師 専 門 委 員 会

輸 血 療 法 部 会 に て

報 告

参 加 案 内 郵 送
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（参考 5）

輸血療法に係る検討会報告スライド 
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（別紙１） 

長野県献血推進協議会 輸血療法部会 認定輸血検査技師専門委員会 委員名簿 

 

委員長   小 松 政 義 （諏訪赤十字病院） 

職務代行  小 嶋 俊 介 （信州大学医学部附属病院） 

                         〔平成２８年２月７日現在〕 

所  属 委  員 

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 原   博 明  

厚生連 北アルプス医療センター あづみ病院 内 田  美寿子（認定輸血検査技師） 

飯田市立病院 荒 木  竜 哉  

伊那中央病院 飯 島 達 哉 （認定輸血検査技師） 

厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 平 賀 久 代 （認定輸血検査技師） 

厚生連 篠ノ井総合病院 日 極 清 子  

昭和伊南総合病院 北 原 弓 江  

信州大学医学部附属病院 小 嶋 俊 介 （認定輸血検査技師） 

諏訪赤十字病院 小 松 政 義 （認定輸血検査技師） 

長野赤十字病院 
白 鳥 文 夫 （認定輸血検査技師） 

田 中 康 夫 （認定輸血検査技師） 

長野県立こども病院 小 野 貴 子  

長野中央病院 笠 井 江津子  

まつもと医療センター 松本病院 宮 下 雅 子  

佐久市立国保 浅間総合病院 大 井 さおり（認定輸血検査技師） 

安曇野赤十字病院 村 山 範 行 （認定輸血検査技師） 

軽井沢町立国保 軽井沢病院 栁 澤 美千代（認定輸血検査技師） 

信州上田医療センター 山 邉 ゆかり（認定輸血検査技師） 

長野県立須坂病院 徳 竹 由 美 （認定輸血検査技師） 

長野市民病院 笠 井 大 助 （認定輸血検査技師） 
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（別紙 2）  

長野県献血推進協議会 輸血療法部会 認定輸血検査技師専門委員会 

平成２８年度ワーキンググループ名簿 

 

①災害時輸血マニュアルワーキンググループ     〔平成２８年２月７日現在〕 

所  属 委  員 

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 原   博 明 （サブリーダー） 

飯田市立病院 荒 木  竜 哉 （サブリーダー） 

厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 平 賀 久 代  

長野赤十字病院 白 鳥 文 夫 （リーダー） 

長野県立こども病院 小 野 貴 子  

長野中央病院 笠 井 江津子  

安曇野赤十字病院 村 山 範 行  

信州上田医療センター 山 邉 ゆかり 

長野県立須坂病院 徳 竹 由 美  

 

②学術ワーキンググループ 

所  属 委  員 

厚生連 北アルプス医療センター あづみ病院 内 田  美寿子 

まつもと医療センター 松本病院 宮 下 雅 子  

厚生連 篠ノ井総合病院 日 極 清 子  

昭和伊南総合病院 北 原 弓 江  

長野赤十字病院 田 中 康 夫 （リーダー） 

佐久市立国保 浅間総合病院 大 井 さおり 

伊那中央病院 飯 島 達 哉  

軽井沢町立国保 軽井沢病院 栁 澤 美千代 

長野市民病院 笠 井 大 助 （サブリーダー） 

※ 委員長及び職務代行は特定のワーキンググループに属さないこととする。 
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